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昨
年　

月
で　

歳
を
迎
え
ら
れ
た

１２

１００

須
藤
さ
ん
は
、
戦
時
中
か
ら
日
野
市

に
お
住
ま
い
で
す
。

　

朝
早
く
起
き
て
垣
根
と
庭
の
手
入

れ
、
掃
除
、
水
や
り
が
日
課
だ
そ
う

で
、本
当
に
お
元
気
な
様
子
で
し
た
。

　

長
寿
の
秘
訣
を
お
伺
い
し
た
と
こ

ろ
、
「
体
を
動
か
す
こ
と
、
歌
を
歌

う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
多
く
の
人
と

お
話
し
を
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見

を
聞
い
て
考
え
る
こ
と
」
だ
そ
う
で

す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
お
元
気
で
お
過
ご

し
く
だ
さ
い
。　
　
（
高
齢
福
祉
課
）

■
救
急
フ
ェ
ア
を
開
催

　

９
月
６
日　

〜　

日　

は
救
急
医

（日）

１２

（土）

療
週
間
で
す
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
救

急
フ
ェ
ア
を
開
催
し
ま
す
。

　

９
月
６
日　

午
前　

時
〜
正
午
※

（日）

１０

荒
天
の
場
合
は
中
止
／
さ
わ
や
か
信

用
金
庫
高
幡
不
動
支
店
／
救
急
車
や

救
急
資
機
材
の
展
示
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
・
心

肺
蘇
生
法
の
説
明
�
／
日
野
消
防
署

救
急
係
（
�　

・
０
１
１
９
）

５８１

■
日
野
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
運
営
審
議
会
（
公
開
）
を
開
催

　

９
月
９
日　

午
後
２
時
〜
４
時
／

（水）

市
役
所
４
階
庁
議
室
／
詳
細
は
問
い

合
わ
せ
を
／
総
務
課
文
書
係

■
「
選
べ
る
学
校
制
度
」
希
望
状
況

　

平
成　

年
度「
選
べ
る
学
校
制
度
」

２２

希
望
調
査
の
結
果
を
右
下
表
の
と
お

り
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
中
学
校
は
広

報
ひ
の　

月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し

１０

ま
す
）
。
希
望
校
の
変
更
は
９
月
３

日　

〜
５
日　

午
前
９
時
〜
午
後
５

（木）

（土）

ど�
な

■
市
障
害
福
祉
人
材
育
成
事
業

▼
地
域
に
お
け
る
社
会
資
源
の
連
携

と
役
割

　

９
月　

日　

午
後
６
時　

分
〜
８

１１

（金）

３０

時
／
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
／
講
師

・
清
水
孝
子
氏
（
東
京
都
社
会
福
祉

事
業
団
）
／
障
害
福
祉
分
野
に
従
事

し
て
い
る
方
対
象
／
（
社
福
）
た
ん

ぽ
ぽ
の
家（
�
・
�　

・
６
５
２
０
）

５８７

へ
申
込

▼
就
労
支
援
講
座

　

①
９
月　

日　

②　

月
９
日　

午

１８

（金）

１０

（金）

後
６
時
〜
８
時
※
１
回
の
み
の
参
加

も
可
／
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
／
①

就
労
相
談
の
進
め
方
…
岩
佐
純
氏（
東

京
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
）
②
定
着

支
援
の
す
す
め
方
…
崎
田
和
恵
氏（
就

業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
・
オ
ー
プ

ナ
ー
）
／
就
労
相
談
支
援
に
従
事
し

■
高
年
齢
者
の
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

　

９
月
８
日　

午
後
２
時
〜
４
時　

（火）

３０

分
／
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
※
車
で

の
来
場
は
ご
遠
慮
を
／
テ
ー
マ
・
時

は
今
！
生
き
生
き
と
働
く
た
め
に
／

講
師
・
三
谷
晃
一
氏
（
キ
ャ
リ
ア
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
）
／
概
ね　

歳
以
上

５５

の
方
対
象
※
内
容
に
関
心
の
あ
る
方

も
可
／
先
着　

人
／
し
ご
と
サ
ポ
ー

５０

告
知
板

告 
知 
板

福

祉

福　

祉

後
期
高
齢
者

後
期
高
齢
者

（
長
寿
）医
療
制
度

（
長
寿
）医
療
制
度

報

告

報　

告

働

く

働　

く

■
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
を
お
持
ち
の
方
へ

▼
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更
に
な

る
方
へ
保
険
証
を
送
付
し
ま
し
た

　

８
月
１
日
か
ら
平
成　

年
７
月　

２２

３１

日
ま
で
の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
平

■
市
長
の
動
き
（
８
月
前
半
）

﹇
１
日
﹈
多
摩
・
三
浦
丘
陵
広
域
連

携
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹇
４
日
﹈
土
地
区

画
整
理
推
進
連
盟
要
請
行
動﹇
５
日
﹈

多
摩
川
架
橋
及
び
関
連
道
路
整
備
促

進
協
議
会
総
会
・
要
請
行
動﹇
７
日
﹈

一
般
国
道　

号
バ
イ
パ
ス
要
請
行
動

２０

イ
ナ
ス
に
な
る
場
合
で
も
収
入
額
を

合
計
し
ま
す
。

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
認
定
証
）

を
窓
口
で
提
示
す
る
と
、
入
院
時
の

食
事
代
（
療
養
病
床
の
入
院
時
の
食

事
代
を
含
む
）
が
減
額
さ
れ
、
窓
口

で
支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度

額
も
減
額
さ
れ
ま
す
。
認
定
証
が
必

要
な
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
本

人
を
含
む
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
方
対
象
／
①
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
②
印
鑑
③
平
成　

年
度

２１

住
民
税
非
課
税
証
明
書
（
平
成　

年
２１

１
月
１
日
現
在
日
野
市
在
住
で
税
の

申
告
を
さ
れ
た
方
は
不
要
）を
持
参
。

来
庁
出
来
な
い
場
合
は
問
い
合
わ
せ

を
。

　
　
（
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
）

　

敬
老
の
日
を
前
に
、
市
長
が
長
寿
の
お
祝
い
に
、
高
齢
者
の

お
宅
（
日
野
台
在
住
・
須
藤
さ
ん（　

歳
））
を
訪
問
し
ま
し
た
。

１００ 時
に
市
役
所
５
階
学
校
課
で
受
け
付

け
ま
す
の
で
、
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。
な
お
、
抽
選
に
該
当
す
る
場

合
は
９
月　

日　

ま
で
に
結
果
を
通

１５

（火）

知
し
ま
す
。　
　
　
　
　
（
学
校
課
）

■
法
の
日
週
間
イ
ベ
ン
ト
「
体
験
！

裁
判
員
〜
模
擬
評
議
＆
裁
判
員
法
廷

見
学
」

　
　

月
１
日　

午
後
１
時　

分
〜
４

１０

（木）

１５

時　

分
／
東
京
地
方
裁
判
所
立
川
支

３０
部
／
先
着　

人
／
９
月
７
日　

か
ら

１００

（月）

同
支
部
（
受
付
専
用
臨
時
ダ
イ
ヤ
ル

�　

・　

・
０
２
９
７
）
へ

０４２

８４５

■
日
野
市
防
災
マ
ッ
プ
・
洪
水
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
の
点
訳
版
を
作
成

　

マ
ッ
プ
に
は
新
た
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自

動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
設
置
場
所

な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す
。そ
の
他
、

災
害
時
の
注
意
事
項
な
ど
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
点
訳
版
が
必
要

な
方
は
防
災
安
全
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
防
災
安
全
課
）

て
い
る
方
対
象
／
１
回　

円
（
資
料

１００

代
）
／
氏
名
、
連
絡
先
、
参
加
希
望

日
を
記
入
し
、Ｆ
Ａ
Ｘ
で
ゆ
う
き（
�

　

・
７
２
０
３
�　

・
７
２
９
９
）へ

５９９

５９９

▼
施
設
職
員
の
た
め
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
講
座
「
余
裕
を
持
っ
て
支
援
す

る
た
め
に
〜
心
と
体
を
リ
ラ
ッ
ク
ス

す
る
コ
ツ
」

　

９
月　

日　

午
後
６
時　

分
〜
８

２５

（金）

３０

時
／
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
／
講
師

・
冨
迫
宣
子
氏（
健
康
体
操
指
導
者
）

／
上
履
き
、
タ
オ
ル
、バ
ス
タ
オ
ル
、

飲
み
物
持
参
／
９
月　

日　

ま
で
に

１１

（金）

（
社
福
）
日
野
市
民
た
ん
ぽ
ぽ
の
会

（
�　

・
７
２
９
９
）
へ

５９９

■
敬
老
の
日
〜
無
料
入
浴
を
実
施

　

市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
方
に
浴

６５

場
が
無
料
開
放
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

９
月　

日　

午
後
４
時
〜　

時
／

２１

（祝）

１１

ひ
の
湯
（
日
野
本
町
３
の　

の　

）

１３

１６

／
高
齢
福
祉
課

■
９
月　

日
ま
で
に
新
し
い
乳
幼
児

３０

医
療
証
・
子
ど
も
医
療
証
を
送
付

　

９
月　

日
ま
で
有
効
の
乳
幼
児
医

３０

療
証
・
子
ど
も
医
療
証
を
お
持
ち
で

現
況
届
を
提
出
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、

所
得
制
限
等
受
給
資
格
を
確
認
し
、

９
月　

日　

ま
で
に
新
し
い
医
療
証

３０

（水）

を
送
付
し
ま
す
。
所
得
制
限
を
越
え

て
い
る
方
に
は　

月
中
に
消
滅
通
知

１０

を
送
付
し
ま
す
。
現
況
届
の
提
出
が

ま
だ
の
方
は
早
め
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。　
　
　
（
子
育
て
課
助
成
係
）

ト
ひ
の
（
�　

・
９
５
１
７
）
へ
申

５８６

込■
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
多
摩
の
就
業
支

援▼
社
員
力
向
上
セ
ミ
ナ
ー
「
社
員
力

Ｕ
Ｐ
！
イ
コ
ー
ル
企
業
力
Ｕ
Ｐ　

」
!!

　

９
月　

日　

午
後
１
時　

分
〜
４

１８

（金）

３０

時
／
社
員
の
活
性
化
、
定
着
化
を
向

上
さ
せ
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
、
人
材

採
用
の
ノ
ウ
ハ
ウ
�
／
企
業
対
象
／

先
着　

人
（
予
約
制
）

５０

▼
こ
れ
か
ら
働
く
女
性
の
方
対
象
〜

１
日
で
わ
か
る
再
就
職
の
ポ
イ
ン
ト

　

９
月　

日　

午
後
１
時　

分
〜
４

１１

（金）

３０

時　

分
／
自
分
ら
し
い
仕
事
の
選
び

３０
方
、
成
果
を
出
す
就
職
活
動
の
進
め

方
�
／
先
着　

人
（
予
約
制
）
／
予

５０

約
制
で
保
育
�

▼　

歳
以
下
の
方
対
象
〜
就
活
セ
ミ

３４
ナ
ー
ベ
ー
シ
ッ
ク
＆
ア
ド
バ
ン
ス

　

９
月　

日　

・　

日　

午
後
１
時

２４

（木）

２５

（金）

　

分
〜
４
時　

分
※
１
日
だ
け
の
参

３０

３０

加
可
／
応
募
書
類
の
作
成
の
ポ
イ
ン

ト
、
採
用
担
当
者
の
選
考
ポ
イ
ン
ト

�
／
先
着　

人
（
予
約
制
）

３０

▼　

歳
〜　

歳
の
方
対
象
〜
１
日
で

３０

５４

学
べ
る
再
就
職
活
動
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

　

９
月
９
日　

午
後
１
時
〜
５
時
／

（水）

先
着　

人
（
予
約
制
）

５０

▼　

歳
以
上
の
方
対
象
〜
１
日
で
学

５５
べ
る
再
就
職
活
動
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

　

９
月　

日　

午
後
１
時　

分
〜
４

１６

（水）

３０

時　

分
／
先
着　

人
（
予
約
制
）

３０

５０

　

い
ず
れ
も
会
場
、
予
約
、
問
い
合

わ
せ
は
東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
多
摩

（
�　

・　

・
４
５
２
４
）
へ

０４２

３２９

ど�
な

ど�
な

り�
あ�

ど�
な

成　

年
度
住
民
税
課
税
所
得
額
（
課

２１
税
標
準
額
）に
よ
り
判
定
し
ま
す（
表

１
参
照
）
。

　

判
定
の
結
果
、
一
部
負
担
金
の
割

合
が
変
更
に
な
る
方
に
は
７
月
下
旬

に
新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
し
た
。

　

医
療
機
関
な
ど
に
か
か
る
際
は
、

必
ず
新
し
い
保
険
証
を
窓
口
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

※
古
い
保
険
証
は
返
信
用
封
筒
に
入

れ
て
必
ず
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更
に
な

ら
な
い
方
に
は
、
新
し
い
保
険
証
は

送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
現
在
お
持

ち
の
保
険
証
を
そ
の
ま
ま
ご
使
用
く

だ
さ
い
。

▼
３
割
負
担
の
方
は
申
請
に
よ
り
負

担
割
合
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

　

平
成　

年
中
の
収
入
額
の
合
計
が

２０

表
２
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合

は
、
申
請
日
の
翌
月
か
ら
負
担
割
合

が
１
割
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
収
入
額
の
分
か

る
書
類
を
持
参
し
（
平
成　

年
１
月

２１

１
日
現
在
、
日
野
市
在
住
で
税
の
申

告
を
し
た
方
は
不
要
）
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
収
入
額
と
は
、
必
要
経
費
等
を
差

し
引
く
前
の
金
額
で
所
得
額
と
は
異

な
り
ま
す
の
で
、
必
要
経
費
・
特
別

控
除
等
に
よ
り
所
得
が
０
ま
た
は
マ

●一部負担金の割合判定基準 ������� 表１

一部負担金
の割合

平成２１年度
住民税課税所得額
（課税標準額）

区分

１割１４５万円未満の後期高齢者医療
被保険者一般

３割
１４５万円以上の後期高齢者医療
被保険者及び同じ世帯の後期
高齢者医療被保険者

現役並み
所得者

●収入額による一部負担金の割合判定基準
　（平成２１年８月１日から） �������� 表２

申請した場合の
一部負担金の割合

平成２０年中の
収入額の合計世帯区分

１割

３８３万円未満
同一世帯に後期高齢者
医療被保険者の方が１
人のみ

合算して
５２０万円未満

同一世帯に後期高齢者
医療被保険者の方が２
人以上

同一世帯に後期高齢者
医療被保険者が１人で
７０～７４歳の方がいる場
合

●小学校希望状況一覧

入学
予定者

他校
選択者
（減）

希望者
（増）

学区内
人口

就学可能
人数

 ８９２６１７ ９８１２０一小

１０７１３ ７１１３１２０二小

 ６０ ８ ５ ６３ ８０三小

１２３１２３１１０４１６０四小

 ６１１０１５ ５６ ８０五小

１５７ １１０１４８１６０六小

１４６１１４１１１６１６０潤徳小

 ９８１３ ６１０５１２０平山小

１４３ ９１３１３９１６０八小

 ４５ ９ ２ ５２ ８０滝合小

 ９０２１１１１００１２０七小

 ８７１２１９ ８０１２０南平小

１０６ ３ ５１０４１２０旭が丘小

 ７７ ３ ３ ７７１２０東光寺小

 ６８２９ ３ ９４１２０仲田小

 ６３ ５ ６ ６２ ８０夢が丘小

 ９３１３ ４１０２１２０七生緑小
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